
危険な空き家･老朽建築物の対策として､2つの視点が大切です。1つ目は
｢改善｣､そしてもう1つ目は｢予防｣｡老朽化してしまった建築物や空き家を
改善するために､まずは｢利活用｣を促進し､早めの｢修繕･改修｣へ､そして
最終的には｢除却｣へと導くことが求められます｡行政による代執行も必要
となる場合もあります｡
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介護相談･障がい者自立支援･居場所作りなどの拡充など
健康福祉分野の質疑を行いましたのでご報告します｡

今回も元気な活動を大追跡
田中やすのりおっかけ新聞
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www.tanaka-yasunori.jp

身近な地域センターで
介護相談ができるよう
窓口機能を創設しよう
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■介護相談窓口を身近に ■シニア世代の居場所を

■障がい者施設の支援を ■使いやすい介護保険に

ふれあい館､いこいの
家など､区内の居場所
のさらなる充実を図る

障がい者施設からの
物品などの優先調達
を推進しよう

介護申請をしてから
認定までにかかる
時間の短縮をしよう

板橋区役所/常任委員会室

決算調査特別委員会
健康福祉分科会にて

みなさんのご意見・ご要望をお気軽にお聞かせください。

板橋区内の危険度Aの老朽建築物 : 207件

空き家に特化した条例を制定し､
対策を進めよ｡実態調査を早急に
行い､条例化の必要性が検討され､
早期の条例制定を切に期待する。

田中やすのりの要望

本会議･一般質問
H25.9.25

また､予防の観点からの
｢適正管理｣も大切です｡
条例によってこれらの
対策が体系的に進みます｡


